
浦添市企業版ふるさと納税マッチング支援業務 業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

浦添市企業版ふるさと納税マッチング支援業務（R8） 

 

２ 業務の目的 

浦添市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に寄与する事業（以下「浦添市まち・

ひと・しごと創生推進事業」という。）に対して企業が寄附を行った場合に、税額控除

の措置が講じられる地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について、浦添市にお

ける地方創生の充実・強化を図るため、企業版ふるさと納税による寄附を行う見込み

のある企業（以下「寄附見込企業」という。）へ効果的な働きかけを行い、より多くの

寄附の獲得を目指すことを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 業務内容 

① 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の説明 

受託者は、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度を把握し、寄附見込企

業に対して当該制度の説明を行う。 

② 浦添市まち・ひと・しごと創生推進事業の企画・選定・広報に係る支援 

受託者は、本市の地方版総合戦略である浦添市まち・ひと・しごと創生総合戦略並

びに地域再生計画である浦添市まち・ひと・しごと創生推進計画を把握した上で、委

託者が行う寄附金を活用する事業の選定や PR方法について助言等の支援を行う。 

③ 寄附見込企業の報告 

受託者は、調査分析の上、浦添市まち・ひと・しごと創生推進事業への寄附が見込

まれる企業をリストアップし、委託者へ適宜報告する。 

④ 寄附見込企業への事業紹介及び寄附提案 

受託者は、寄附見込企業に対して浦添市まち・ひと・しごと創生推進事業の説明及

び当該事業への寄附を提案する。また、受託者は、寄附見込企業への寄附提案後、

委託者に当該企業名を報告することとする。 

⑤ 寄附見込企業とのマッチング後のフォローアップ 

寄附見込企業と委託者のマッチング後、寄附の実施に向けた調整が円滑に進むよ

う、寄附見込企業に対する相談対応やフォローアップを行う。 

⑥ その他 

委託者及び受託者の協議の上決定する、本業務の達成に必要となる事項への対

応。 



 

５ 業務委託料 

① 委託料の算定は成果報酬型とし、受託者が委託者に対して寄附見込企業を紹介し

て寄附の実施に至った場合に、委託者は次の算定式で算出した委託料を受託者に

支払うものとする。なお、委託料には寄附見込企業への働きかけに係る費用も含む

ものとする。 

算定式：寄附金額×委託料率（１円未満の端数は切り捨てとする。） 

※委託料は、上記金額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。 

② 委託料率の上限は、20％とする。 

③ 受託者から紹介された寄附見込企業が、「（別添１）浦添市企業版ふるさと納税寄附

申出書」に基づき浦添市に対して寄附を行った後、委託者は速やかに受託者にその

旨を伝えるものとする。委託者からの報告後、受託者は書面にて委託料の請求を行

うものとし、請求時期は委託者が寄附を受領した日の属する月の翌月以降とする。た

だし、委託者の寄附の受領が履行期間後である場合は、受託者は、委託者が寄附を

受領した日の属する月に委託料の請求を行うことができるものとする。 

 

６ 成果品 

受託者は、履行期間終了後、以下の成果品を提出するものとする。 

・ 実績報告書 １部 

※任意様式とするが、原則として代表印ありのA4サイズで作成すること。 

 

７ 業務上収集した情報の取扱い 

受託者は、「浦添市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第 20 号）」、「浦添市

個人情報保護法施行条例施行規則（令和５年規則第 23 号）」及びその他関係法令

等を遵守し、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、

これらを他の目的に使用し、または他の者に漏えいしてはならない。なお、本業務の

契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

８ 進捗状況報告 

受託者は、業務の進捗状況に応じて定期的に委託者に対し報告を行うこととする。

報告内容及び報告頻度等は、委託者及び受託者の協議により定めるものとする。 

 

９ その他 

① 本業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。 

② 本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ委託

者の承諾を得た場合はこの限りではない。 



③ 受託者が本業務の実施により作成した報告書等に関する著作権は、原則として委

託者に帰属するものとする。また、本業務の実施により得られた特許権等の知的財

産権又は著作権は、委託者に帰属するものとする。 

④ 本仕様書の内容に疑義が生じたとき、又は定めのない事項及び業務内容が生じた

ときは、委託者及び受託者はその都度協議して決定するものとする。 

 


